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放送法等の一部を改正する法律案・参照条文 

 

現行 

 

○著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）（抄） 

（再放送権及び有線放送権）  

第九十九条 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を

専有する。  

２ 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければ

ならない有線放送については、適用しない。  

 

（送信可能化権）  

第九十九条の二 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、そ

の放送を送信可能化する権利を専有する。 

 

 

○放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）（抄） 

 (定義) 

第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うもの

とする。 

 一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 

 一の二～三 （略） 

三の二 「放送事業者」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送

局(受信障害対策中継放送(同法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をいう。

以下同じ。)を行うものを除く。)の免許を受けた者、委託放送事業者及び第九条第一項

第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会

をいう。 

 三の三～六 （略） 

 

 

○有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)（抄） 

（定義）  

第二条 この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送（公衆によつて直接受

信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。以下同じ。）であつて、有線ラジ

オ放送業務の運用の規正に関する法律 （昭和二十六年法律第百三十五号）第二条 に規定

する有線ラジオ放送以外のものをいう。  

２ この法律において「有線テレビジョン放送施設」とは、有線テレビジョン放送を行うた

めの有線電気通信設備（再送信を行うための受信空中線その他放送及び電気通信役務利用

放送（電気通信役務利用放送法 （平成十三年法律第八十五号）第二条第一項 に規定する

電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。）の受信に必要な設備を含む。）をいう。  

３ この法律において「有線テレビジョン放送施設者」とは、有線テレビジョン放送施設を

設置することについて次条第一項の許可を受けた者をいう。  

４ この法律において「有線テレビジョン放送事業者」とは、有線テレビジョン放送の業務

を行なう者をいう。 
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 (再送信) 

第十三条 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、第三条第一項

の許可に係る施設を設置する区域の全部又は一部が、テレビジョン放送(放送法(昭和二十

五年法律第百三十二号)第二条第二号の五に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)

の受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがあるものとして総務大臣

が指定した区域内にあるときは、その指定した区域においては、当該施設を設置する区域

の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送(テレビジョン

放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送

であつて、テレビジョン放送に該当しないものをいう。以下同じ。)を行う放送局(放送法

第二条第三号に規定する放送局をいう。)を開設しているすべての放送事業者(放送法第二

条第三号の二に規定する放送事業者をいう。以下同じ。)のテレビジョン放送又はテレビジ

ョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信し

なければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 

２～８ （略） 

 

 

○電気通信役務利用放送法（平成十三年法律第八十五号）（抄） 

（定義）  

第二条 この法律において「電気通信役務利用放送」とは、公衆によって直接受信され

ることを目的とする電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営

む者が提供する電気通信役務を利用して行うものをいう。 

２ この法律において「電気通信役務利用放送設備」とは、電気通信役務利用放送の用

に供される電気通信設備をいう。  

３ この法律において「電気通信役務利用放送事業者」とは、次条第一項の登録を受け

た者をいう。  

４ この法律において「電気通信」、「電気通信設備」、「電気通信役務」又は「電気

通信事業」とは、それぞれ電気通信事業法 （昭和五十九年法律第八十六号）第二条第

一号 から第四号 までに規定する電気通信、電気通信設備、電気通信役務又は電気通

信事業をいう。 

 

 

○有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律（昭和二十六年法律第百三十五号）（抄） 

（定義）  

第二条 この法律において「有線ラジオ放送」とは、次の各号の一に該当するものをい

う。 

一 一区域内において公衆によつて直接受信されることを目的として、ラジオ放送（当

該 放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号

を送る放 送を含む。以下同じ。）を受信しこれを有線電気通信設備によつて再送

信すること。  

二 一区域内において公衆によつて直接聴取されることを目的として、音声その他の

音響を有線電気通信設備によつて送信すること。  

三 道路、広場、公園等公衆の通行し、又は集合する場所において公衆によつて直接

受信されることを目的として、音声その他の音響を有線電気通信設備によつて送信

し、又はラジオ放送を受信しこれを有線電気通信設備によつて再送信すること。 
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改正後 

 

○放送法（昭和二十五年法律第百三十二号） 

 （定義） 

第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うもの

とする。 

一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信（電気通信事

業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。）の送

信（他人の電気通信設備（同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。）を

用いて行われるものを含む。）をいう。 

二 「基幹放送」とは、電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）の規定により放送をす

る無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送

をいう。 

三 「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。 

四～二十二 （略） 

二十三 「基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者をい

う。 

二十四 （略）                                    

二十五 「一般放送事業者」とは、第百二十六条第一項の登録を受けた者及び第百三十三

条第一項の規定による届出をした者をいう。 

二十六 「放送事業者」とは、基幹放送事業者及び一般放送事業者をいう。      二十七

～二十九 （略）                                    

 

（一般放送の業務の登録） 

第百二十六条 一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならな

い。ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一

般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な

発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める一般放送については、この

限りでない。 

２・３ （略） 

 

（業務の開始及び休止の届出） 

第百二十九条 登録一般放送事業者（第百二十六条第一項の登録を受けた者をいう。以下同

じ。）は、同項の登録を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け

出なければならない。 

２ （略） 

 

（受信障害区域における再放送） 

第百四十条 登録一般放送事業者であつて、市町村の区域を勘案して総務省令で定める区域

の全部又は大部分において有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行う者として総

務大臣が指定する者は、当該登録に係る業務区域内に地上基幹放送（テレビジョン放送に

限る。以下この条、第百四十二条及び第百四十四条において同じ。）の受信の障害が発生し

ている区域があるときは、正当な理由がある場合として総務省令で定める場合を除き、当

該受信の障害が発生している区域において、基幹放送普及計画により放送がされるべきも

のとされるすべての地上基幹放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同

時に再放送をしなければならない。 

２～６ （略） 


